
●貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律　　　　　　　　　　　　　　　　　P1
　貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律　概要
●令和８年４月１日から改正トラック法が施行されます　　　　　　　　　　　　　P2～5
　・書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象者が「利用運送」にも拡大
　・委託回数を２回までに制限
　・白トラ利用の罰則強化
●取適法（トリテキ法）の確認ポイント　－代金編－　令和８年１月１日～　　　　P6
●令和７年４月から、全ての荷主（発荷主・着荷主）に物流効率化の取り組みの　　P7～8
　努力義務が課されました
●貨物運送事業者のみなさまへ
　　～事故の未然防止及び法令遵守の徹底をお願いします！～　　　 　　　　　 　P9
　      　　　　　　　　　　 
●令和６年改正版　改善基準告示のポイント      　　　　　　　　　　　　　　  P10
●貨物自動車運送事業輸送安全規則等に基づく
　貨物自動車運送事業者が備え置くべき帳票類等一覧　　　　　　　　　　　　　　P11
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